
議案第５８号 
 
 
　　　町道路線の認定について 
 
 
　道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項の規定により、次のとお

り路線を認定する。 
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提　案　理　由 
　町道路線の認定を行う必要があるため、道路法第８条第２項の規定により議

会の議決を求めるものです。 
 
 



起点

終点

淡輪１４８６－６

淡輪１２１９－７

※起点から終点に向かって、起点は右/終点は左の地先を採用する。

    新　規　町　道　認　定　調　書

路線番号 路線名 重要な経過地

1226 駅前西２号線





1226 駅前西２号線

（認定路線）

N ※参 考 図
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